
原子力規制庁殿 ご視察 概況説明資料

1

青森研究開発センターの現況

令和5年9月8日

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
核燃料・バックエンド研究開発部門

青森研究開発センター

関根施設周辺大湊施設周辺











原子力船「むつ」の廃止措置
ー 廃止措置対象施設の概要 ー

（1）燃料・廃棄物取扱棟
原子力船「むつ」から陸揚げされた放射性液体廃棄物及び固体廃棄物の処理
・保管（附帯陸上施設の運転に伴って発生する廃棄物も含む）並びに原子力船「
むつ」の原子炉から取り出した使用済燃料の保管を行う。
【解体の対象となる施設・設備】

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管
理施設及び換気設備

（2）保管建屋（原子炉室保管棟及び撤去物等保管棟）
原子力船「むつ」の解役に伴い発生した原子炉室一括撤去物及び固体廃棄物
を保管している。
【解体の対象となる施設・設備】

原子炉室一括撤去物、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設及び換気
設備

(3)機材・排水管理棟
燃料・廃棄物取扱棟の液体廃棄物処理設備で処理された液体廃棄物は、液
体廃棄物移送容器で機材・排水管理棟のモニタータンクに搬入する。関根浜港
内に設置された海水取水口から海水を汲み上げ、岸壁に設置された排水管内
で液体廃棄物と合流（希釈率約300倍）させ、関根浜港外に排出する。
【解体の対象となる施設・設備】
放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設及び換気設備
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